
岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金交付要綱 
                   ［令和４年１０月２５日制定］ 

 

 （総則） 

第１条 県は、エネルギー価格や物価高騰の影響から、地域経済を早期回復するため、エネルギー利用の

高効率化が図られる設備を導入する県内事業者及びサプライチェーン対策に必要な生産設備を導入する

県内に事業所がある中小企業（製造業に限り、みなし大企業を除く。）（以下「補助事業者」という。）

が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岐

阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 県内事業者 県内に本社又は事業所を有する企業又は団体等及び個人事業主（青色申告者に限る。） 

であって、県税に係る未納の徴収金がないものをいう。 

（２） 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。 

（３） 団体等 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき設立した事業協同組合、      

事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び協業組合、中小企業団体の組織 に関する法律

（昭和３２年法律第１８５号）に基づき設立した協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店

街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づき設立した商店街振興組合及び商店街振興組合連

合会をいう。 

（４） 中小企業  中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４号)第２条第１項に規定する中小企業者（以

下「中小企業者」という。）及び同条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

（５） 製造業  日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げる大分類Ｅの製造業をい

う。 

（６） みなし大企業 次のいずれかに該当する企業をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウまでに該当する中小企業者が所有している中小

企業者 

オ アからウまでに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めてい

る中小企業者 

（７） 生産設備の導入 製造の用に供する償却資産の新たな取得（リース契約による取得及び賃貸借を

含む。）をいう。 

 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助対象経 

費」という。）、補助要件、補助率、補助限度額並びに補助金の額は、別表のとおりとする。 

 

 （欠格事由） 

第４条 第１条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号において 

「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）役員等（役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わ 



ず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）

をいう。）以下同じ。）が暴力団員（暴対法第２条６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

あるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人 

（３）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人 

（４）役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 

的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

をいう。以下同じ。）を利用している法人 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積 

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人 

（６）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している 

法人 

（７）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りな 

がら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している法人等 

 

  （交付申請） 

第５条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。 

４ 補助事業者は、リース契約により設備の導入を行う場合は、リース契約の相手方と共同で補助金の交付

の申請を行わなければならない。 

 

（補助対象事業の着手） 

第６条 補助対象事業の着手時期は、交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、事業の性質上

又はやむを得ない事由があると知事が認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、補助金交付申請書に事前着手届（別記第２号様式）

を添付するものとする。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第７条 この補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。 

（１） 補助対象事業に要する経費の配分の変更（補助対象経費の２０％を超えない変更を除く。）をする

場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（２） 補助対象事業の内容の変更（補助対象経費の２０％を超えない減額並びに補助金の交付の目的及び

補助対象事業の能率に影響を及ぼさない範囲の変更を除く。）をする場合は、あらかじめ知事の承認

を受けること。 

（３） 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（４） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、そ

の旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（５） 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

（６） この補助金の交付を受けた事業に対し、重複して岐阜県及び岐阜県の外郭団体の補助金等（エネル

ギー利用の効率化が図られる設備を導入する事業にあっては、国の補助金等を含む。）の交付を受け

ないこと。 

（７） 補助対象事業の完了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）後に、消費税及び

地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額

が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、その確定額を補助対象事業の完了の日



の属する年度の翌々年度の６月１５日までに知事に報告すること。 

（８） 前号の規定による報告があった場合は、当該消費税等に係る仕入控除税額に相当する額を県に返

還させることがあること。 

２ 前項第１号から第３号までの規定により知事の承認を受けようとする場合の申請書の様式は、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 前項第１号の承認 事業経費配分変更承認申請書（別記第３号様式） 

（２） 前項第２号の承認 事業内容変更承認申請書（別記第４号様式） 

（３） 前項第３号の承認 事業中止（廃止）承認申請書（別記第５号様式） 

３ 第１項第７号の規定により報告する場合の様式は、別記第６号様式のとおりとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付決定の日から

１０日以内とする。 

２ 規則第８条第１項の申請の取下げは、別記第７号様式により行うものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 実績報告書の様式は、別記第８号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、別記第８号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３ 実績報告書の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

第１０条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、別記第９号様式により行うものとする。 

 

 （補助金の交付時期等） 

第１１条 この補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。ただし、知事

が、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。 

２ 補助事業者は、別に知事が指定するところにより、別記第１０号様式を知事に提出しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第１２条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第４条各号に掲げる者に該当する

ときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けた者が第４条各号に

掲げる者に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により、補助金の交付決定

を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定により補助金

の返還を命ずるものとする。 

 

（事業実施状況等報告） 

第１３条 サプライチェーン対策に必要な生産設備を導入する事業について補助金の交付を受けた補助事

業者は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後５年間、当該補助対象事業に係る過去１年間

の状況等について、毎年度６月３０日までに、別記第１１号様式により知事に報告しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価５０万円以上の機械及び器

具を、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保



に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 補助事業者が規則第２１条の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった

ときは、知事は、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１５条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の

翌年度以後５年間（当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限を受ける期

間が５年を超える場合にあっては、当該期間の末日の属する年度の末日まで）とする。 

 

（立入検査等） 

第１６条 知事は、この要綱に基づく補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補

助事業者に対して報告をさせ、又は当該事務担当職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

  

   附 則 

 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

 

補助対象事業 補助対象経費 補助要件 補助率 補 助 

限度額 

補助金の額 

エネルギー利用

の高効率化が図

られる設備を導

入する事業（以下

「エネルギー高

効率化設備導入」

という。） 

設備費 国の「令和4年度先進

的省エネルギー投資

促進支援事業費補助

金」の「(C)指定設備

導入事業」の補助対

象として指定された

設備（産業ヒートポ

ンプを除く。）へ更

新する事業であるこ

と。 

 下限２

００千

円 

令和4年度先進的省エネ

ルギー投資促進支援事

業費補助金公募要領に

基づき算出された同要

領に定める設備区分毎

の補助金額と当該設備

区分毎の補助対象経費

の２分の１の額とを比

較していずれか低い額

（当該額に１，０００円

未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てた

額） 

サプライチェー

ン対策に必要な

生産設備を導入

する事業（以下

「サプライチェ

ーン対策生産設

備導入」という。） 

生産設備の導

入に要する経

費 

（１）補助対象経費

が１，０００万円以

上の事業であるこ

と。 

（２）補助事業者全

体の付加価値額（営

業利益、人件費及び

減価償却費の合計額

をいう。以下同じ。）

が、補助金の交付の

申請の日の属する補

助事業者の会計年度

の前年度と比較し

て、当該日の属する

補助事業者の会計年

度の翌年度以降５年

間において、平均し

て年３パーセント以

上増加しているこ

と。 

２／３以

内 

上限５

千万円 

補助対象経費から国の

補助金、交付金等の交付

を受ける額を控除した

額に補助率を乗じて得

た額と補助限度額とを

比較して少ない方の額

（当該額に１，０００円

未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てた

額） 

 



別記 

第１号様式（第５条関係） 

                                        

                                       年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

住        所 

                       補 助 事 業 者 の 名 称 

                                            代 表 者 氏 名               

   

 

岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金交付申請書 

 

 

 このことについて、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助対象事業の内容（支援事業AかBに丸印をつけ、事業にあった事業計画書を添付すること。）   

  【 】A：エネルギー高効率化設備導入（別紙１ 事業計画書【エネルギー高効率化】） 

        

  【 】B：サプライチェーン対策生産設備導入（別紙２ 事業計画書【サプライチェーン対策】） 

 

２ 補助申請額   金       千円 

３ 添付書類 

  A：エネルギー高効率化設備導入 

 （１）直近１年分の決算書の写し 

 （２）商業登記簿謄本（法人に限る） 

（３）確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写し（個人事業主に限る） 

  （４）見積書・製品カタログの写し等（積算根拠・製品型番を確認できるもの） 

 （５）直近の納税証明書 

（６）口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票 

 （７）その他参考となる書類 

 

  B：サプライチェーン対策生産設備導入 

（１）直近２年間の決算書の写し 

 （２）定款 

  （３）見積書の写し等（積算根拠を確認できるもの） 

 （４）直近の納税証明書（法人県民税、法人事業税） 

（５）口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票 

 （６）その他参考となる書類 

 



別紙１ 

 

事業計画書（エネルギー高効率化設備導入） 

 

１ 申請者の概要 

申請者名  

代表者 

役職・氏名 
 

本社所在地  

事業実施場所 
※事業実施場所が本社所在地と異なる場合は、実施場所を記入すること。 
 

資本金の額又は 

出資の総額 
千円 

常時使用する従

業員の数 

（交付申請時） 

人 

事業業種 

（主たる事業） 
 

ＨＰアドレス  

 

【担当者】 

役職・氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

E-Mailアドレス  

 

 

２ 事業の概要 

事業計画名 

※事業計画内容が明瞭となる事業計画名を 20～50文字で記入すること。 
なお、「事業計画名」は、公表することがありますのでご了承ください。 

 

 

事業計画内容  

設備導入効果 

※事業における数値的な効果を示すこと。（現状からの CO₂ 排出削減量
等） 

 

 

 

事業期間 

 

 

   年  月  日から   年  月  日まで 

 

※交付決定日以前に着手した事業は補助対象とならないため、記載にあた



って注意すること。 

 

３ スケジュール ※必要に応じて期間や幅等を修正のうえ記入すること。 

補助対象設備等 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

①  
     

      

② 
     

      

③ 
     

      

 

４ 導入設備                                    （単位：円） 

No. 設備区分 種別 メーカー

名 

型番 金額 

 

台

数 

補助金の額（金額

×台数） 

（例） 
１ 

高 効 率 空
調 

ガスヒートポ
ンプエアコン 

株式会社
アイシン 

AWGP560G1Z[都市ｶﾞ
ｽ 13A] 

896,000 2 1,792,000 

 
       

 
       

※「金額」には、「令和4年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」に基づき算出され

た補助金額を記載 

 

５ 経費及び資金計画 

（１） 収入の部                                     （単位：円） 

経費区分 金  額 内  訳 

補助金申請額 
  

自己資金 
  

借 入 金 
  

そ の 他 
  

合  計 
  

 

 

（２） 支出の部                                      （単位：円） 

経費区分 金  額 補助対象経費 内  訳 

 
   

 
   

 
   

合  計 
   



 

別 紙 ２ 

 

 

事業計画書（サプライチェーン対策） 

申請企業名  

代表者の職名・氏名  

大企業等でない確認 

※□に必ずチェックしてください。大企業又はみなし大企業は、申請することができません。 

 

□ 申請企業は、「大企業」又は「みなし大企業」ではありません。 

 

本社所在地  

事業の実施場所 

(県内に限る。) 

※事業の実施場所が本社所在地と異なる場合は、主たる実施場所を記載すること。 

 

 

資本金 千円 
全従業員数 

（交付申請書提出時） 
人 

事業の業種 

(製造業に限る。) 

※日本標準産業分類の「中分類」及び「細分類」からそれぞれ選択し、記載すること。 

例：（中分類）１８ プラスチック製品製造業 

     （細分類）１８５１ プラスチック成形材料製造業 

  

日本標準産業分類 （中分類）                      業     

 （細分類）                      業 

 

本事業で生産する品目 

※本事業で生産する品目を記載すること。 

 

 

 

申請補助対象事業 

※申請する補助対象事業を選択すること。 

□Ａタイプ：海外の自社工場で生産していた部品を、県内の自社工場での生産に切り替えるた

めの事業 

□Ｂタイプ：海外の取引先から輸入していた部品を県内の自社工場での生産に切り替えるため

の事業 

□Ｃタイプ：海外からの部品調達を国内に切り替える企業からの依頼により新たに県内工場で

生産するための事業 

□Dタイプ：生産拠点の海外集中度が国内全体で５０％以上ある部品を新たに県内工場で生産

するための事業 

事業計画名 

※本事業の内容が確認できる簡潔な事業計画名を記載すること。 

 

 

担当者の職名・氏名  

担当者の連絡先 
（TEL）                        （FAX） 

（E-mail） 

 

 

 



 

１ 事業計画の概要（見積書ごとに記載すること。） 

    

 

設備名 

 

見積額（円） 

 

 

 

円…Α 

 

                           ※消費税抜き金額を記載すること。 

 

    補助申請額   A×２/３ 

※国の補助金等の採択通知を受けている場合は、見積額から当該通知を受けた補助金等の額を控除した

額に補助率を乗じて得た金額を記載すること。 

 

千円…Ｂ 

 

                    ※千円未満切捨て 

    

 

２ 事業計画のスケジュール 

 

 （１） 生産設備導入予定日               年  月  日 

  

 （２） 生産設備費用支払完了予定日         年  月  日 

 

 

 

３ 資金調達内訳（税抜） 

 

  

区 分 金 額（円） 備    考 

自 己 資 金 
  

借 入 金 
  

県  補  助  金 …Ｂ  

国 補 助 金 
 補 助 金 名： 

交付申請日： 

そ の 他 の 経 費   

合         計 …Ａ  



 

４．事業実施の背景 

企業の概要とサプライチェーンの見直しを行うこととなった経緯（エネルギー価格・物価高騰等）について、該当す

るタイプの必要事項を織り込み、詳細に記載すること。また、それを証明する書類がある場合は、併せて提出する

こと。 

「必要事項」 

Aタイプ：海外工場（国名・企業名）、海外と国内の生産比率の変化 

Ｂタイプ：海外取引先の企業名、過去の海外からの仕入れ状況 

Ｃタイプ：他企業からの依頼文書又は依頼時期・企業名・企業担当者・国名 

Ｄタイプ：新たに生産する部品の海外集中度が、国内全体で５０％以上であることが分かる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．事業の内容・成果（取り組む事業の内容を詳しく記載すること。） 

（１）本事業の内容について、生産する部品（部品の紹介、工程等）と、新たに導入する設備（設備の機能、既存設備

で困難な理由等）の説明を織り込み、詳細に文章にて記載すること。また説明資料が別にある場合は、併せて提出

すること。 

  ※過去に採択された企業は、過去採択事業と異なる生産品目の部品の生産であることを説明すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本事業の成果について、生産する部品の生産量、売上計画、サプライチェーン対策に寄与する旨の説明を織り

込み、詳細に文章にて記載すること。 また説明資料が別にある場合は、併せて提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．事業の実施目標 

（１）目標計画 

     （単位：千円） 

 基準年 

年 月 

申請年度 １年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

売上高        

営業利益A        

人件費B        

減価償却費C        

付加価値額β 

A+B+C 

 

…α 

      

 

増加率 

（小数第2位切り捨て） 

(β/α-1)×100 

- - 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

・基準年は、直近の決算期の数値を計上してください。見込みの場合は、その旨も付記してください。 

・５年目の増加率は、１５％以上になる必要があります。 

 

 

（２）目標計画を達成するための取り組み、工夫や目標達成を裏付ける材料等を文章にて記載すること。また、説明す

る資料が別にある場合は、併せて提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

 

                                                            年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                       住        所           

                               補 助 事 業 者 の名 称        

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金事前着手届 

 

    岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金について、下記のとおり交付の決定前

に事前着手したいので届け出ます。 

     なお、交付の決定前に着手するに当たっては、下記２に掲げる事項を遵守します。 

 

記 

 １ 事前着手について 

（１）交付の決定前に事前着手する事業計画名 

 

 

（２）事業着手する必要がある理由 

 

 

 

 

２ 遵守事項 

（１）交付申請した事業が交付決定されなかった場合において、異議を申し立てないこと。 

   （２）当該事業について、着手から補助金の交付決定を受ける日までの間においては、計画の内容を変更しな

いこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

 

                                      年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                       住        所 

                    補 助 事 業 者 の 名 称         

                                       代 表 者 氏 名                 

   

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

経費配分変更承認申請書 

 

 

 

 

 このことについて、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の理由 

  （具体的に記載すること） 

 

 

 

 

 

２ 変更の内容 

    （「事業計画書」（別紙１又は別紙２）に準じた内容で変更前と変更後を対比して記載すること） 

 

 

 

３ 添付書類 

   ア 見積書の写し等（積算根拠を確認できるもの） 

  イ その他参考となる書類 



 

第４号様式（第７条関係） 

 

                                       年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称       

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

事業内容変更承認申請書 

 

 

 このことについて、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の理由 

  （具体的に記載すること） 

 

 

 

 

 

２ 変更の内容 

    （「事業計画書」（別紙１又は別紙２）に準じた内容で変更前と変更後を対比して記載すること） 

 

 

 

３ 添付書類 

   ア 見積書の写し等（積算根拠を確認できるもの） 

  イ その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第７条関係） 

 

                                         年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称       

                                        代 表 者 氏 名                        

 

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

 このことについて、関係書類を添えて次のとおり申請する。 

 

 

記 

 

１ 事業の中止（廃止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６号様式（第７条関係） 

 

                                        年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称 

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

 

  年度 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

                                                                             

   年 月 日付け  第   号により交付決定を受けた岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設 

備整備事業費補助金について、下記のとおり報告します。 

 

                                              記 

 

１ 岐阜県補助金等交付規則第１４条の規定による額の確定額 

                        金         円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

（補助金返還相当額）                       

金         円 

 

３ 添付書類 

   記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収

入の割合を確認できる資料等）を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７号様式（第８条関係） 

 

                                         年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称       

                                        代 表 者 氏 名                        

 

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

交付申請取下げ書 

 

 

 年 月 日付け  第   号により交付決定を受けた岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整

備事業費補助金について、下記の理由により、申請の取下げをします。 

 

 

記 

 

１ 取下げをする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第９条関係） 

                                         

                                        年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称 

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

実績報告書 

 

 

  年 月 日付け  第   号により交付決定を受けた標記補助金に係る事業が完了しましたの

で、岐阜県補助金等交付規則第13条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

<支援事業AかBに丸印をつけ,事業にあった事業実績報告書を添付すること>  

  【 】A：エネルギー高効率化設備導入（別紙３ 事業実績報告書【エネルギー高効率化】）  

 

【 】B：サプライチェーン対策生産設備導入（別紙４ 事業実績報告書【サプライチェーン対策】） 

 

１ 補助対象事業（事業計画名） 

 

 

２ 補助対象事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額 

 

 （１）補助対象事業に要した経費                円 

 （２）補助対象経費                      円 

 （３）補助金の額                       円 

 

 

３ 添付書類 

 

A：エネルギー高効率化設備導入 

 （１）支払書類（発注書、納品書、請求書、振込みが確認できる書類等） 

 （２）設備の完成写真 

（３）その他参考となる書類 

 

B：サプライチェーン対策生産設備導入 

 （１）支払書類（納品書、請求書、振込みが確認できる書類等） 

 （２）設備の完成写真 

（３）固定資産台帳の写し 

 

 

 



 

別紙３ 

事業実績報告書【エネルギー高効率化設備導入】 

 

 

１ 事業計画名 

 

２ 補助対象事業の期間 

開 始      年  月  日 

終 了      年  月  日 

 

３ 補助対象事業の成果 

（１）事業内容と実績 

※申請時の「事業計画内容」に対応させて、実績を記入すること。 

※適宜、参考となる資料を添付すること。 

 

 

（２）今後の省エネに関する展開（取組） 

※今後の事業展開（計画）等を記入すること。 

※適宜、参考となる資料を添付すること。 

 

 

４ 決算総表（収支決算書） 

 

（１） 収入の部                                       （単位：円） 

経費区分 
金  額 

備            考 
予算額 決算額 

県補助金    

自己資金    

借入金    

その他    

合計    

 

 

（２） 支出の部                                      （単位：円） 

経費区分 
金  額 

補助対象経費 備  考 
予算額 決算額 

     

     

     

合   計     



 

５ 支出実績明細表 

（単位：円） 

No. 設備区分 種別 メーカー 型番 
数

量 

補助事業に要

した経費 

補助対象経

費 

補 助 金 の

額 

発 注 年

月日 

納 品 年

月日 

支払い年

月日 

備

考 

1 
例）高効率
空調 

ガスヒートポン
プエアコン 

株式会社ア
イシン 

AWGP560G1Z[都市ｶﾞｽ
13A] 

2
台 

○○○○○○
○○ 

△△△△△
△△△ 

1,792,000 
2023年 
4 月 15
日 

2023年 
6 月 15
日 

2023年 
7月 15日 

 

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙４ 

事業実績報告書【サプライチェーン対策】 

 

                                                                                                                        

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品 目 

 

補助対象 

経  費 

 

 

 

(A) 

その他の 

補助金等 

 の収入 

  

 

(B) 

差 引 額

   

 

(A)-(B) 

 

(C) 

補 

助 

率 

 

 

（D） 

補助対象額 

 

 

(C)×（D） 

 

（E） 

交付決定 

済額 

 

 

 

(F) 

精算額 

 

 (E)(F)のい

ずれか小さい

額 

(G) 

不用額 

  

 

(F)-(G) 

 

(H) 

備考 

 

 

 

円 円 円  円 円 円 円  



 

第９号様式（第１０条関係） 

                                          

                                      年  月  日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称 

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金額の確定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、岐阜県補助金交付規則第１４条の規定に

より、下記のとおり額を確定したので通知します。 

 

 

記  

 
 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、実績報告書に記載の事業とし、 

 その内容は、実績報告書に記載されているとおりとする。 

 

 

２ 補助対象事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

 （１）補助対象事業に要する経費                円 

 

 （２）補 助 対 象 経 費                 円 

 

 （３）補 助 金 の 額                   円 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１０号様式（第１１条関係） 

                                          

                                      年  月  日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

 

 

                                        住             所 

                               補 助 事 業 者 の名 称 

                                        代 表 者 氏 名                       

 

 

 

  岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金交付請求書（精算払・概算払） 

 

 

  年  月  日付け  第   号で補助金の額の確定のあった標記補助金の交付を受けたいので、

下記のとおり請求します。 

 

                                              記  

 

 

金                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊口座振込先 

  ・金融機関名・支店名 

 ・口座名義人 

 ・普通、当座預金の別 

 ・口座番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１１号様式（第１３条関係）                              

                                         年 月 日 

   

岐阜県知事 様 

  

                                                       住   所 

                                                       名   称          

                                                       代表者氏名               

 

                岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金 

                  事業実施状況等報告書（    年度事業） 

 

     年  月  日付け  第  号により交付決定を受けた標記補助金に係る事業に関し、 

年度の事業実施後の状況について、岐阜県エネルギー価格・物価高騰対策設備整備事業費補助金交付要綱第

１３条の規定により下記のとおり報告します。 

 

                                      記 

 

１ 事業計画名 

 

 

２ 事業終了後の事業計画の実施状況 

 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 【サプライチェーン対策生産設備導入報告用】 

 

（１）経営状況について（サプライチェーン対策による業績及び企業運営の状況） 

 

 

 

 

（２）付加価値額について（以下の表のとおり） 

①実施状況 

    （単位：千円） 

・直近の決算期の数値を計上してください。見込みの場合は、その旨も付記してください。 

 

②交付申請時の増加率と比較して下回っている場合は、その理由を付記してください。 

 

 

 基準年 

年 月 

申請年度 １年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

売上高        

営業利益A        

人件費B        

減価償却費C        

付加価値額β 

A+B+C 

 

…α 

      

 

増加率 

(小数点第2位切り捨て) 

(β/α-1)×100 

- - 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

％ 


